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(57)【要約】
【課題】　成型性およびシール性に優れたシールリング
、十字軸継手及びステアリング装置を提供する。
【解決手段】　円輪状の芯金２７と、芯金２７に固着し
た弾性部２８とを有し、弾性部２８は、全周にわたって
ラジアル軸受に接触する軸受側シールリップ３１、３２
、３３と、芯金２７よりも径方向外側に配置され、全周
にわたって段差面に接触する段差面側のシールリップ３
４とを有し、芯金２７は、径方向内側に軸部を通す円筒
部２７ａと、中心軸線方向において段差面側の円筒部２
７ａの端部から、全周にわたって径方向外側に突出した
鍔部２７ｂとを有し、鍔部２７ｂは、軸部の径方向外側
に向けて露出した位置決め部を有するものとする。
【選択図】　図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中心部と、前記中心部からそれぞれ４方向に延びる４本の軸部とを有し、前記中心部が
前記軸部の基端から前記軸部の径方向外方に広がる段差面を形成した十字軸と共に用いら
れ、
　前記軸部に外嵌し、前記軸部の先端部に取り付けられるラジアル軸受と、前記段差面と
の間に配置されるシールリングであって、
　円輪状の芯金と、
　前記芯金に固着した弾性部とを有し、
　前記弾性部は、全周にわたって前記ラジアル軸受に接触する軸受側のシールリップと、
前記芯金よりも径方向外側に配置され、全周にわたって前記段差面に接触する段差面側の
シールリップとを有し、
　前記芯金は、前記軸部の径方向内側に前記軸部を通す円筒部と、前記軸部の中心軸線方
向において前記段差面側の前記円筒部の端部から、全周にわたって径方向外側に突出した
鍔部とを有し、
　前記鍔部は、前記軸部の径方向外側に向けて露出した位置決め部を有することを特徴と
するシールリング。
【請求項２】
　前記弾性部は、前記軸部の径方向において、前記段差面側のシールリップと前記鍔部と
の間に、全周にわたって凹部を形成し、
　前記鍔部の径方向外側の少なくとも一部が前記凹部内に露出して前記位置決め部を構成
していることを特徴とする請求項１に記載のシールリング。
【請求項３】
　前記位置決め部は、前記段差面側の前記鍔部の面に形成された凹部により形成されてい
ることを特徴とする請求項１に記載のシールリング。
【請求項４】
　前記位置決め部は、前記軸部の中心軸線方向に前記鍔部を貫通した穴部により形成され
ていることを特徴とする請求項１に記載のシールリング。
【請求項５】
　全周にわたって、径方向に切断した断面が概略Ｕ字状をして、前記軸部の中心軸線方向
で前記段差面側に凸の湾曲部を介して、前記円筒部と前記鍔部が一体に形成されているこ
とを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載のシールリング。
【請求項６】
　前記十字軸に取り付けられたときに、前記段差面側のシールリップが前記段差面に接触
して弾性変形し、前記凹部内に入り込むことを特徴とする請求項２に記載のシールリング
。
【請求項７】
　前記段差面側の前記芯金の部分は露出していることを特徴とする請求項１から６のいず
れか一項に記載のシールリング。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか一項に記載のシールリングを備えたことを特徴とする十字軸
継手。
【請求項９】
　請求項８に記載の十字軸継手を備えたことを特徴とするステアリング装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
  本願は、ステアリング装置の操舵力を伝達するシャフトの連結部に用いる十字軸継手に
組み込まれるシールリング、当該シールリングを備えた十字軸継手、及び、当該十字軸継
手を備えたステアリング装置に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、十字軸継手を構成する十字軸の端部に外嵌するラジアル軸受の軸受カップと、十
字軸の軸部との間に形成される隙間をシールするシールリングがある。
【０００３】
　このようなシールリングは、下記特許文献１のように、弾性シール部と、弾性シール部
内に埋め込まれた補強環とを有している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実用新案登録第３０４１７３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記特許文献１に記載の弾性シール部を成型する際、型の内側で補強環の位置決めをす
る必要があるが、補強環全体を弾性シール部に埋め込む場合、補強環を型に接触させるこ
とができず、成型性が悪い。
【０００６】
　また、補強環の一部を型に接触させて位置決めする場合、型に接触した補強環の部分に
弾性シール部が固着せず、補強環が露出した状態になるため、シール性が低下するおそれ
がある。
【０００７】
  以上に鑑みて、本願発明は、成型性およびシール性に優れたシールリング、十字軸継手
及びステアリング装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するため、本願は、中心部と、前記中心部からそれぞれ４方向に延びる
４本の軸部とを有し、前記中心部が前記軸部の基端から前記軸部の径方向外方に広がる段
差面を形成した十字軸と共に用いられ、
　前記軸部に外嵌し、前記軸部の先端部に取り付けられるラジアル軸受と、前記段差面と
の間に配置されるシールリングであって、
　円輪状の芯金と、
　前記芯金に固着した弾性部とを有し、
　前記弾性部は、全周にわたって前記ラジアル軸受に接触する軸受側のシールリップと、
前記芯金よりも径方向外側に配置され、全周にわたって前記段差面に接触する段差面側の
シールリップとを有し、
　前記芯金は、前記軸部の径方向内側に前記軸部を通す円筒部と、前記軸部の中心軸線方
向において前記段差面側の前記円筒部の端部から、全周にわたって径方向外側に突出した
鍔部とを有し、
　前記鍔部は、前記軸部の径方向外側に向けて露出した位置決め部を有することを特徴と
するシールリングを提供する。
　好ましくは、前記弾性部は、前記軸部の径方向において、前記段差面側のシールリップ
と前記鍔部との間に、全周にわたって凹部を形成し、
　前記鍔部の径方向外側の少なくとも一部が前記凹部内に露出している。
　また好ましくは、前記位置決め部は、前記段差面側の前記鍔部の面に形成された凹部に
より形成されている。
　また好ましくは、前記位置決め部は、前記軸部の中心軸線方向に前記鍔部を貫通した穴
部により形成されている。
　また好ましくは、全周にわたって、径方向に切断した断面が概略Ｕ字状をして、前記軸
部の中心軸線方向で前記段差面側に凸の湾曲部を介して、前記円筒部と前記鍔部が一体に
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形成されている。
【０００９】
　また好ましくは、前記十字軸に取り付けられたときに、前記段差面側のシールリップが
前記段差面に接触して弾性変形し、前記凹部内に入り込む。
【００１０】
　また好ましくは、前記段差面側の前記芯金の部分は露出している。
【００１１】
　また、上記課題を解決するため、本願は、上記シールリングを備えたことを特徴とする
十字軸継手を提供する。
【００１２】
　また、上記課題を解決するため、本願は、上記十時軸継手を備えたことを特徴とするス
テアリング装置を提供する。
【発明の効果】
【００１３】
   以上に鑑みて、本願発明は、成型性およびシール性に優れたシールリング、十字軸継
手及びステアリング装置を提供することを目的とする。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は本願の第１実施形態に係るステアリング装置を示す側面図である。
【図２】図２は本願の第１実施形態に係る中間シャフトと十字軸継手を示す斜視図である
。
【図３】図３は本願の第１実施形態に係る十字軸、ラジアル軸受およびシールリングの断
面図である。
【図４】図４は本願の第１実施形態に係るシールリング周辺の拡大断面図である。
【図５】図５は本願の第１実施形態に係るシールリングの断面図である。
【図６】図６は本願の第２実施形態に係るシールリングの断面図である。
【図７】図７は本願の第２実施形態に係るシールリング周辺の拡大断面図である。
【図８】図８は本願の第３実施形態に係るシールリングの断面図である。
【図９】図９は本願の第４実施形態に係るシールリングの断面図である。
【図１０】図１０は本願の第４実施形態に係るシールリングの芯金の図９に示すＡ矢視図
である。
【図１１】図１１は本願の第５実施形態に係るシールリングの断面図である。
【図１２】図１２は本願の第５実施形態に係るシールリング周辺の拡大断面図である。
【図１３】図１３は本願の第６実施形態に係るシールリングの断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　（第１実施形態）
　以下、本願の第１実施形態を図面を参照しながら説明する。図１は本願の第１実施形態
に係るステアリング装置１００を示す側面図である。
【００１６】
　図１に示すように、ステアリング装置１００は、ステアリングホイール１と、ステアリ
ングシャフト２と、ステアリングコラム３と、車体側ブラケット４と、第１の十字軸継手
５と、中間シャフト６と、第２の十字軸継手７と、ピニオンギア８と、ラック軸９とを有
している。ステアリングホイール１は、その回転を伝達するステアリングシャフト２に固
定されている。ステアリングシャフト２は、ステアリングコラム３の内側を通り、中心軸
線を中心として回転可能にステアリングコラム３に支持されている。ステアリングコラム
３は、車体側ブラケット４により車体２００に取り付けられる。ステアリングシャフト２
の回転は第１の十字軸継手５によって中間シャフト６に伝達される。中間シャフト６の回
転は、第２の十字軸継手７によってピニオンギア８に伝達される。ピニオンギア８は回転
してラック軸９を車幅方向に移動させる。ラック軸９は不図示のタイロッドを介して不図
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示のナックルアームを動かし、不図示の前輪を転舵させる。
【００１７】
　図２は本願の第１実施形態に係る中間シャフト６と、第１の十字軸継手５と、第２の十
字軸継手７とを示す斜視図である。
【００１８】
　第１の十字軸継手５は、第１のヨーク１１と、第２のヨーク１２とを備えている。第２
の十字軸継手７は、第３のヨーク１３と、第４のヨーク１４とを備えている。第１のヨー
ク１１は二股状に形成された一対のアーム１１ａを有している。第２のヨーク１２は二股
状に形成された一対のアーム１２ａを有している。第１のヨーク１１と第２のヨーク１２
は、一対のアーム１１ａと一対のアーム１２ａに保持された後述の十字軸１６を介して連
結されている。これと同様に、第３のヨーク１３と第４のヨーク１４も一対のアーム１３
ａと一対のアーム１４ａによって保持された後述の十字軸１６によって連結されている。
【００１９】
　図３は本願の第１実施形態に係る十字軸１６、ラジアル軸受２１およびシールリング２
６の断面図である。中間シャフト６の中心軸線に対して垂直な方向に切断した断面を示し
ている。
【００２０】
　十字軸１６は、中心部１７と、中心部１７からそれぞれ４方向に延びる４本の円柱状の
軸部１８とを有している。具体的には、十字軸１６は、中心部１７から一方向に延びる第
１の軸部１８と、第１の軸部１８と中心軸線を共通にして中心部１７から第１の軸部１８
とは反対側に延びる第２の軸部１８と、中心部１７から第１、第２の軸部１８に対して垂
直な方向に延びる第３の軸部１８と、第３の軸部１８と中心軸線を共通にして中心部１７
から第３の軸部１８とは反対側に延びる第４の軸部１８とを有している。軸部１８周辺の
構成は、４本の軸部１８において共通であるため、１箇所についてのみ説明し、他の軸部
１８周辺の構成の説明は省略する。軸部１８の先端側にはラジアル軸受２１が外嵌してい
る。ラジアル軸受２１としては、ニードル軸受を用いることができる。ラジアル軸受２１
は、軸受カップ２２と、ローラ２３とを有する。軸受カップ２２は、先述のヨーク１１乃
至１４の一対のアーム１１ａ乃至１４ａに形成された円孔に内嵌する。ローラ２３は、軸
受カップ２２と十字軸１６の軸部１８との間で、軸部１８と略平行な向きで円周方向に複
数配置されている。
【００２１】
　軸部１８の中心部には、先端側から基部側に向かって挿入孔１８ａが穿孔されている。
挿入孔１８ａの内側には合成樹脂製のピン２４が挿入されている。軸部１８の基部にはシ
ールリング２６が外嵌している。シールリング２６は、軸受カップ２２と軸部１８の間の
隙間からラジアル軸受２１内に異物が入るのを防ぐ。ピン２４は、軸受カップ２２と軸部
１８との間に介在して、軸受カップ２２が軸部１８の基部側に移動するのを防ぐ。これに
より、シールリング２６が軸受カップ２２により圧縮されてシール性が損なわれるのを防
ぐことができる。シールリング２６は、図２に示す第１の十字軸継手５のように、車室内
に設けられる十字軸継手には設けなくても良い。
【００２２】
　図４は本願の第１実施形態に係るシールリング２６周辺の拡大断面図である。図４に示
す部分は全周にわたって同様の断面形状をしている。
【００２３】
　シールリング２６は、芯金２７と弾性部２８とを有している。芯金２７は金属からなり
、円輪状をしている。弾性部２８はエラストマーからなり、芯金２７を埋設固着している
。弾性部２８も円輪状をしている。十字軸１６の中心部１７は、軸部１８の径方向におい
て、軸部１８よりも大きい寸法を有しており、軸部１８の基端から径方向外方に広がる段
差面１７ａを形成している。段差面１７ａは軸部１８の中心軸線に対して略直角に配置さ
れている。弾性部２８は、軸受カップ２２と段差面１７ａとに接して、軸受カップ２２内
に泥水などの異物が入り込むのを防ぐ。
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【００２４】
　図５は本願の第１実施形態に係るシールリング２６の断面図である。シールリング２６
は全周にわたって同様の断面形状をしている。
【００２５】
　芯金２７は、金属板を曲げ加工する事により形成することができる。芯金２７は、内径
側で円筒状をした円筒部２７ａと、円筒部２７ａの外周から径方向外側に突出した鍔部２
７ｂとを有する。
【００２６】
　弾性部２８は、十字軸１６に取り付けていない自然状態では、図５に示す断面形状をし
ている。弾性部２８は、本体２９と、軸受側の第１のシールリップ３１と、軸受側の第２
のシールリップ３２と、軸受側の第３のシールリップ３３と、段差面１７ａ側の第４のシ
ールリップ３４を有している。弾性部２８の本体２９は、中心軸線方向でラジアル軸受２
１側（図５の上側）と、径方向内側で芯金２７に固着している。本体２９は、弾性部１８
の中心軸線方向で十字軸１６の中心部１７側（図５の下側）の芯金２７の面を露出させて
いる。また、本体２９は、中心軸線方向でラジアル軸受２１側の一部を除いて、鍔部２７
ｂの径方向外側面も露出させている。芯金２７の露出面は、弾性部２８を成型する際に、
型に接触させて芯金２７の位置決めをするのに用いることができる。特に、鍔部２７ｂの
径方向外側の面は、弾性部２８の成型時に型に当てることで、芯金２７の自動調芯に用い
ることができる位置決め部を構成する。
【００２７】
　弾性部２８の本体２９は、芯金２７から、全周にわたって、径方向外側に広がり、中心
軸線方向でラジアル軸受２１側（図５の上側）に立ち上がっている。第１のシールリップ
３１は、中心軸線方向において最もラジアル軸受２１側に位置する本体２９の部分から、
全周にわたって径方向内側に突出している。第１のシールリップ３１は、図４に示すよう
に、ラジアル軸受２１の軸受カップ２２の外周面に接触する。
【００２８】
　第２のシールリップ３２は、芯金２７と第１のシールリップ３１の間で、第１のシール
リップ３１寄りの本体２９の部分から、全周にわたって径方向内側に突出している。第２
のシールリップ３２は、軸部１８の中心軸線方向においてラジアル軸受２１側に向かうに
つれて内径及び外径が小さくなるように軸部１８の中心軸線に対して傾斜した円すい面状
をしている。第２のシールリップ３２は、図４に示すように、ラジアル軸受２１の軸受カ
ップ２２の外周面に圧接する。
【００２９】
　第３のシールリップ３３は、軸部１８の中心軸線方向において芯金２７のラジアル軸受
２１側にある本体２９の部分から、全周にわたって、ラジアル軸受２１側に突出している
。第３のシールリップ３３は、軸部１８の軸方向においてラジアル軸受２１側に向かうに
つれて内径及び外径が大きくなるように、軸部１８の中心軸線に対して傾斜した円すい面
状をしている。第３のシールリップ３３は、図４に示すように、軸受カップ２２の内側湾
曲部２２ａに接触する。
【００３０】
　段差面１７ａ側の第４のシールリップ３４は、芯金２７の径方向外側の弾性部２８の部
分から、全周にわたって、十字軸１６の中心部１７側（図５の下側）に突出している。段
差面１７ａ側の第４のシールリップ３４は、軸部１８の軸方向において十字軸１６の中心
部１７側に向かうにつれて内径及び外径が小さくなるように、軸部１８の中心軸線に対し
て傾斜した円すい面状をしている。段差面１７ａ側の第４のシールリップ３４は先端が鋭
角な断面形状をしている。なお、第４のシールリップ３４は、上記形状に限らず、軸部１
８の中心軸線方向において十字軸１６の中心部１７側に向かうにつれて内径が大きくなり
、外径が小さくなる形状としてもよい。また、第４のシールリップ３４は、軸部１８の中
心軸線方向において十字軸１６の中心部１７側に向かうにつれて内径及び外径が大きくな
る形状としてもよい。
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【００３１】
　軸部１８の径方向において、段差面１７ａ側の第４のシールリップ３４と芯金２７との
間には、環状の凹部３６が形成されている。図４に示すように、芯金２７の露出面が十字
軸１６の中心部１７に接触するようにシールリング２６を十字軸１６の軸部１８に外嵌す
ると、段差面１７ａ側の第４のシールリップ３４は軸部１８の径方向内側に弾性変形し凹
部３６内に入り込む。これにより、段差面１７ａ側の第４のシールリップ３４の締め代を
大きくすることができ、安定したシール性を得ることができる。
【００３２】
　（第２実施形態）
　次に、本願の第２実施形態を図６および図７を参照して説明する。図６は本第２実施形
態に係るシールリング２２６の断面図である。図７は本第２実施形態に係るシールリング
２２６周辺の拡大断面図である。
【００３３】
　本第２実施形態は、上記第１実施形態と多くの点で共通するため、ここでは上記第１実
施形態と異なる点について説明する。上記第１実施形態において参照符号を付して説明し
た部分に対応する本第２実施形態の部分には、第１実施形態で使用した参照符号に「２０
０」を足した数字からなる参照符号を付する。例えば、第１実施形態の芯金２７に対応す
る本第２実施形態の芯金には「２２７」の参照符号を付する。
【００３４】
　本第２実施形態においては、上記第１実施形態とは異なり、鍔部２２７ｂの径方向外側
の面に弾性部２２８が固着している。また、段差面２１７ａ側の鍔部２２７ｂの面に凹部
２２７ｃが形成されている。鍔部２２７ｂの径方向内側の凹部２２７ｃの部分は、弾性部
２２８の成型時に型に当てることで、芯金２２７の自動調芯に用いることができる位置決
め部を構成する。凹部２２７ｃは、芯金２２７と同心円上に連続して形成しても良いし、
断続的に形成しても良い。また、凹部２２７ｃは、内側に円柱状、半球状、四角柱状など
の空間を形成するように凹んだ部分であっても良く、この場合、凹部２２７ｃは円周方向
に複数配置される。
【００３５】
　（第３実施形態）
　次に、本願の第３実施形態を図８を参照して説明する。図８は本第３実施形態に係るシ
ールリング３２６の断面図である。
【００３６】
　本第３実施形態は、上記第１実施形態と多くの点で共通するため、ここでは上記第１実
施形態と異なる点について説明する。上記第１実施形態において参照符号を付して説明し
た部分に対応する本第３実施形態の部分には、第１実施形態で使用した参照符号に「３０
０」を足した数字からなる参照符号を付する。例えば、第１実施形態の芯金２７に対応す
る本第３実施形態の芯金には「３２７」の参照符号を付する。
【００３７】
　本第３実施形態においては、上記第１実施形態とは異なり、鍔部２２７ｂの径方向外側
に、鍔部２２７ｂと一体に環状部３２７ｄが形成されている。環状部３２７ｄの径方向外
側の面には弾性部３２８が固着している。環状部３２７ｄは、中心軸線方向において、十
字軸の段差面側（図８の下側）の面が、十字軸の段差面側の鍔部３２７ｂの面よりも、ラ
ジアル軸受側（図８の上側）に配置されており、鍔部３２７ｂの径方向外側部分に凹部３
２７ｃを形成している。鍔部３２７ｂの径方向内側の凹部３２７ｃの部分は、弾性部３２
８の成型時に型に当てることで、芯金３２７の自動調芯に用いることができる位置決め部
を構成する。
【００３８】
　（第４実施形態）
　次に、本願の第４実施形態を図９および図１０を参照して説明する。図９は本第４実施
形態に係るシールリング４２６の断面図である。図１０は本第４実施形態に係るシールリ
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ング４２６の芯金４２７の図９に示すＡ矢視図である。
【００３９】
　本第４実施形態は、上記第１実施形態と多くの点で共通するため、ここでは上記第１実
施形態と異なる点について説明する。上記第１実施形態において参照符号を付して説明し
た部分に対応する本第４実施形態の部分には、第１実施形態で使用した参照符号に「４０
０」を足した数字からなる参照符号を付する。例えば、第１実施形態の芯金２７に対応す
る本第４実施形態の芯金には「４２７」の参照符号を付する。
【００４０】
　本第４実施形態においては、上記第１実施形態とは異なり、鍔部４２７ｂの径方向外側
の面に弾性部４２８が固着している。また、本第４実施形態においては、鍔部４２７ｂに
、中心軸線方向に貫通した穴部４２７ｅが形成されている。穴部４２７ｅは、図１０に示
すように、円周方向に離隔して複数配置されている。鍔部４２７ｂの径方向内側の穴部４
２７ｅの部分は、弾性部４２８の成型時に型に当てることで、芯金４２７の自動調芯に用
いることができる位置決め部を構成する。
【００４１】
　（第５実施形態）
　次に、本願の第５実施形態を図１１及び図１２を参照して説明する。図１１は本第５実
施形態に係るシールリング５２６の断面図である。図１２は本第５実施形態に係るシール
リング５２６周辺を示す拡大断面図である。
【００４２】
　本第５実施形態は、上記第１実施形態と多くの点で共通するため、ここでは上記第１実
施形態と異なる点について説明する。上記第１実施形態において参照符号を付して説明し
た部分に対応する本第５実施形態の部分には、第１実施形態で使用した参照符号に「５０
０」を足した数字からなる参照符号を付する。例えば、第１実施形態の芯金２７に対応す
る本第５実施形態の芯金には「５２７」の参照符号を付する。
【００４３】
　本第５実施形態においては、上記第１実施形態とは異なり、鍔部５２７ｂの径方向外側
の面に弾性部５２８が固着している。また、本第５実施形態においては、全周にわたって
、中心軸線方向で段差面側（図１１の下側）に凸の湾曲部５２７ｆを介して、円筒部５２
７ａと鍔部５２７ｂが一体に形成されている。湾曲部５２７ｆは芯金５２７の径方向に切
断した断面が概略Ｕ字状をしている。また、段差面５１７ａ側の鍔部５２７ｂの面に凹部
５２７ｃが形成されている。凹部５２７ｃについては上記第２実施形態の凹部２２７ｃと
同様である。
【００４４】
　本第５実施形態によれば、シールリング５２６を十字軸に取り付けた際、図１２に示す
ように、湾曲部５２７ｆにより鍔部５２７ｂと段差面５１７ａの間に隙間ができ、その隙
間に第４のシールリップ５３４が入り込む。
【００４５】
　（第６実施形態）
　次に、本願の第６実施形態を図１３を参照して説明する。図１３は本第６実施形態に係
るシールリング６２６の断面図である。
【００４６】
　本第６実施形態は、上記第１実施形態と多くの点で共通するため、ここでは上記第１実
施形態と異なる点について説明する。上記第１実施形態において参照符号を付して説明し
た部分に対応する本第６実施形態の部分には、第１実施形態で使用した参照符号に「６０
０」を足した数字からなる参照符合を付する。例えば、第１実施形態の芯金６２７に対応
する本第６実施形態の芯金には「６２７」の参照符号を付する。
【００４７】
　本第６実施形態においては、上記第１実施形態とは異なり、鍔部６２７ｂの径方向外側
の面に弾性部６２８が固着している。また、本第５実施形態においては、全周にわたって
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、中心軸線方向で段差面側（図１３の下側）に凸の湾曲部５２７ｆを介して、円筒部６２
７ａと鍔部６２７ｂが一体に形成されている。湾曲部６２７ｆは芯金６２７の径方向に切
断した断面が概略Ｕ字状をしている。また、鍔部６２７ｂに穴部６２７ｅが形成されてい
る。穴部６２７ｅについては上記第４実施形態の穴部４２７ｅと同様である。
【００４８】
　本第６実施形態によれば、シールリング６２６を十字軸に取り付けた際、上記第５実施
形態と同様に、湾曲部６２７ｆにより鍔部５２７ｂと段差面５１７ａの間に隙間ができ、
その隙間に第４のシールリップ６３４が入り込む。
【００４９】
　以上の本願実施形態によれば、成型性およびシール性に優れたシールリング、中間シャ
フト及びステアリング装置を提供することができる。
【００５０】
　なお、本願発明は上記実施形態に限定されるものではない。例えば、ピン２４の代わり
に、軸部１８の端面に対向する軸受カップ２２の底部中央に軸部１８側に突出した突部を
設け、軸部１８に挿入孔１８ａを設けないものとしても良い。
【００５１】
　また、シールリング２６のシールリップの数は４つに限られず、十字軸１６の中心部１
７に接触するシールリップと軸受カップ２２に接するシールリップがあれば良く、２つ、
３つでも、５つ以上であっても良い。
【符号の説明】
【００５２】
１　ステアリングホイール
２　ステアリングシャフト
３　ステアリングコラム
４　車体側ブラケット
５　第１の十字軸継手
６　中間シャフト
７　第２の十字軸継手
８　ピニオンギア
９　ラック軸
１１　第１のヨーク
１２　第２のヨーク
１３　第３のヨーク
１４　第４のヨーク
１１ａ、１２ａ、１３ａ、１４ａ　一対のアーム
１６　十字軸
１７　中心部
１７ａ、５１７ａ　段差面
１８　軸部
１８ａ　挿入孔
２１　ラジアル軸受
２２　軸受カップ
２３　ローラ
２４　ピン
２６、２２６、３２６、４２６、５２６、６２６　シールリング
２７、２２７、３２７、４２７、５２７、６２７　芯金
２７ａ、２２７ａ、３２７ａ、４２７ａ、５２７ａ、６２７ａ　円筒部
２７ｂ、２２７ｂ、３２７ｂ、４２７ｂ、５２７ｂ、６２７ｂ　鍔部
２２７ｃ、３２７ｃ、５２７ｃ　凹部
３２７ｄ　環状部
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４２７ｅ、６２７ｅ　穴部
５２７ｆ、６２７ｆ　湾曲部
２８、２２８、３２８、４２８、５２８、６２８　弾性部
２９、２２９、３２９、４２９、５２９、６２９　本体
３１、２３１、３３１、４３１、５３１、６３１　第１のシールリップ
３２、２３２、３３２、４３２、５３２、６３２　第２のシールリップ
３３、２３３、３３３、４３３、５３３、６３３　第３のシールリップ
３４、２３４、３３４、４３４、５３４、６３４　第４のシールリップ
３６　凹部
１００　ステアリング装置
２００　車体

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】
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